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【今回の地区整備計画で定める事項】 
種類 名称 幅員 延⾧ 備考 

道路 
 区画道路１号 ５．０（１０．０） 

～１０．０ｍ 約４００ｍ 既設 幅員の（ ）内の数値は，全体
幅員を示す。 

 区画道路２号 ７．０ｍ 約１１０ｍ 既設 
種類 名称 面積 備考 

その
他の
公共
空地 

 

公共空地 狛１号 約３，１００㎡ 

新設 災害時には，病院施設と一体と
なって緊急医療救護所となるオープン
スペースを確保する。ただし，平常時
は，雨水流出抑制機能を有する自動車
駐車場として活用することは妨げな
い。 

名称 面積 備考 
 広場状空地 調１号 約  ４６０㎡ 新設 

広場状空地 狛 1 号 約３，５４０㎡ 新設 
広場状空地 狛 2 号 約  ７４０㎡ 新設 

名称 面積 幅員 延⾧ 備考 
 歩道状空地 調１号 約１，５００㎡ ２．５ｍ以上 約６００ｍ 新設 歩道状空地は，建築敷地に含め

ることができるものとし，歩道と一体
となってバリアフリーの歩行空間等と
なるよう整備するものとする。道路境
界線から有効幅員２．０ｍ以上の歩行
空間を確保し，歩行空間に面する敷地
の部分には，幅員０．５ｍ以上の環境
緑地として緑化する。ただし，やむを
得ない理由があるときは，敷地内に同
等の緑化を行うことでこれに代えるこ
とができるものとする。 

歩道状空地 調２号 約１，２２５㎡ ２．５ｍ以上 約４９０ｍ 

歩道状空地 調３号 約  ４４０㎡ ２．５ｍ以上 約１７５ｍ 

歩道状空地 狛１号 約  ４４０㎡ ２．５ｍ以上 約１７５ｍ 

歩道状空地 狛２号 約  ３４０㎡ ２．５ｍ以上 約１３５ｍ 

歩道状空地 狛３号 約  ５９０㎡ ２．５ｍ以上 約２３５ｍ 
 
 

（１）地区施設の配置及び規模 
【地区施設配置図】 

３ 地区整備計画 ＜計画図２＞ 
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ア 建築物等の用途の制限 
良好な都市環境を育成するため，建築物等の用途を制限します。 

商業・業務地区【調布市】 医療福祉・文教地区【調布市・狛江市】 

 次に掲げる建築物は建築してはならない。 
(1) 建築物の地上１階の部分を住宅，共同住宅，寄宿舎又は

下宿の用途に供する建築物（居住の用に供する玄関，階段
等はこの限りでない。） 

(2) 工場（自家販売のために食品製造業を営む店舗を除く。） 
(3) 自動車修理工場 
(4) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの 
(5) ボーリング場，スケート場，水泳場その他これらに類す

る運動施設 
(6) マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票券発売

所，場外車券売場その他これらに類するもの 
(7) カラオケボックスその他これに類するもの 
(8) ホテル，旅館その他これらに類するもの 
(9) 倉庫業を営む倉庫 
(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和２３年法律第１２２号）第２条第１項第４号に規定する
風俗営業の用に供する建築物 

次に掲げる建築物以外の建築物は，建
築してはならない。 
(1) 病院又は診療所（患者の収容施設が

あるものに限る。） 
(2) 福祉施設その他これに類するもの 
(3) 大学，高等専門学校，専修学校その

他これらに類するもの 
(4) 店舗又は飲食店でその用途に供する

部分の床面積の合計が５００㎡以内の
もの（３階以上の部分をその用途に供
するものを除く。） 

(5) (1)から(3)に付属するもの 
(6) 病院，診療所，大学，高等専門学

校，専修学校の運営に必要な建築物で
市長がやむを得ないと認めるもの 

 
 

 

【医療福祉・文教地区の建築物等の用途のイメージ】 

○K 

病院 大学 薬局 店舗 

○K ○K 
○K 

床面積の合計が５００㎡以内のもの 
（３階以上の部分をその用途に供するものを除く。） 

商業・業務地区，医療福祉・文教地区において，以下の制限を定めます。 

建築物等に関する事項 
商業・業務地区 

【調布市】 
約４．９ｈａ 

医療福祉・文教地区 
【調布市・狛江市】 

約７．７ｈａ 
ア 建築物等の用途の制限 ○ ○ 
イ 建築物の容積率の最高限度 ○ ― 
ウ 建築物の敷地面積の最低限度 ○ ○ 
エ 壁面の位置の制限 ○ ○ 
オ 壁面後退区域における工作物の設

置の制限 ○ ○ 

カ 建築物等の高さの最高限度 ○ ○ 
キ 建築物等の形態又は色彩その他の

意匠の制限 ○ ○ 

ク 垣又は柵の構造の制限 ― ○ 

（２）建築物に関する事項 
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【敷地面積の最低限度のイメージ】 

ウ 建築物の敷地面積の最低限度 
敷地の細分化を防止するために，建築物の敷地面積の最低限度を定めます。 

商業・業務地区【調布市】 医療福祉・文教地区【調布市・狛江市】 

５，０００㎡ 

 ５，０００㎡ 
 ただし，次の各号のいずれかに該当するものは，この限りでない。 
(1) 本項の施行の際，現に建築物の敷地として使用されている土地で同項

の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて
建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる
土地について，その全部を一の敷地として使用する場合又はその全部を
他の敷地と合筆して使用する場合においては，適用しない。 

(2) 本項の施行の日以降，道路法(昭和２７年法律第１８０号)若しくは都
市計画法（昭和４３年法律第１００号)の規定による事業の施行による
建築物の敷地面積の減少により，当該事業の施行の際，現に建築物の敷
地として使用されている土地で同項の規定に適合しなくなるもの又は当
該事業の施行の際，現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の
敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地につ
いて，その全部を一の敷地として使用する場合又はその全部を他の敷地
と合筆して使用する場合においては，適用しない。 

 
 

イ 建築物の容積率の最高限度 
商業・業務機能の強化及びにぎわいの創出のため，建築物の容積率の最高限度を定めます。 

商業・業務地区【調布市】 医療福祉・文教地区【調布市・狛江市】 

３０／１０ 
ただし，主たる用途を住宅，共同住宅，寄宿舎又は下宿の

用途に供する建築物とする場合は，２０／１０とする。 
Ü 

 

5,000 ㎡未満の敷地に分割することは
できません。 

地区計画が決定した時点において
5,000 ㎡未満の敷地，都市計画道路の
事業により 5,000 ㎡を下回った敷地
は，そのまま使用する場合は 5,000
㎡未満でも建て替えが可能です。 


